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４ 計画の基本的な考え方 

 

  男女共同参画を実現するためには、男性も女性も共に男女共同参画の意義・必

要性を十分理解し、家庭・地域・職場など様々な場において男女の人権を尊重し、

性別にかかわらず個性と能力を発揮するようにしていくことが必要です。 

  そこで、この計画では、固定的性別役割分担意識といった従来から根強く残っ

ている課題のほか、東日本大震災津波からの復興や防災、女性の活躍の推進とい

った新たな課題の解決や政策・方針決定過程への女性の参画拡大を図っていくた

めに、市町村等と連携を図りながら、「幅広く男女に浸透する意識啓発」と「家庭・

地域・職場など様々な場における実践」に力を入れて、施策を推進します。 

 

 

(1) 計画の基本目標   

国内外の動きや社会経済情勢の変化に対応し、本県の男女共同参画を実現するため、 

次の基本目標を掲げ、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進します。 

     

男女が互いに尊重し合い、共に参画する社会 

          

 

 (2) 施策の基本的方向 

   「男女が互いに尊重し合い、共に参画する社会」の実現に向けて、次の４つを「施

策の基本的方向」と位置付け、総合的な施策を推進します。 

 

  Ⅰ 東日本大震災津波からの復興と防災における男女共同参画の推進 

    東日本大震災津波からの復興を進めていく上では、住民一人ひとりが復興の主役

となって、女性をはじめとする多様な住民の意見を反映した取組を進めていくこと

が重要です。また、災害時には平常時における社会の課題が一層顕著になって現れ

るため、平常時からの男女共同参画社会の実現が、防災と災害からの復旧・復興を

円滑に進める基盤となります。 

    このため、復興・防災に関する政策・方針決定過程に男女がバランスよく参画す

るとともに、復興や防災・災害の現場における女性の参画拡大を図ります。また、

災害から受ける影響の男女の違い等に配慮した防災対策に取り組み、地域防災力の

向上を図ります。 

 

  Ⅱ 女性の活躍促進 

    少子高齢化社会において人口減少が進む中、様々な状況に置かれた女性が自らの

希望を実現して個性と能力が発揮でき、男性も女性もすべての人にとって働きやす

く暮らしやすい社会をつくることが必要であるとともに、東日本大震災津波からの
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復興においては、オール岩手での取組が必要であり、特にも女性の活躍が求められ

ています。 

このため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、女性の

職業能力開発に取り組むほか、関係団体と連携しながら、企業における女性の活躍

推進に関する取組を促進します。また、政策・方針決定過程における女性の参画拡

大、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進に向けた意識啓発や雇

用環境、仕事と家庭の両立支援サービスの整備を図るとともに、雇用の場、農林水

産業、商工自営業や地域活動における男女共同参画の推進に取り組みます。 

   

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

    家庭や地域において男女共同参画を推進するためには、あらゆる世代の県民が男

女共同参画の意義・必要性を理解し、それぞれの立場で男女共同参画の視点に立っ

た行動ができるようにする必要があります 

    このため、県民への教育・意識啓発や地域における制度・慣行の見直しを行うと

ともに、男女共同参画を推進する人材の育成を図るほか、性的指向や性同一性障害

を理由とした困難な状況に対する理解を深め、ひとり親家庭、高齢者、障がい者な

ど生活に困難を抱える人も安心して暮らせる社会づくりに取り組みます。 

 

 

Ⅳ 女性に対する暴力の根絶と女性の健康支援 

    女性に対する暴力は重大な人権侵害であり、被害を受けた女性や社会に対して深

刻な影響を及ぼします。特に配偶者からの暴力は、家庭という密室で行われるため

潜在化・深刻化しやすく、防止や被害者支援に向けた対策が急務です。また、近年、

ＳＮＳなどインターネット上の新たなコミュニケーションツールを利用した暴力が

一層多様化しており、そうした新たな形の暴力に対応していく必要があります。 

    さらに、女性は妊娠や出産により男性とは異なる健康上の問題に直面するため、

人生の各ステージに対応した適切な健康の保持増進ができるよう対策を講じる必要

があります。 

このため、女性に対する暴力の根絶と、メディアにおける人権の尊重、女性の健

康支援に取り組みます。 
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第２章 各論 

≪施策の体系≫ 

 

Ⅰ 東日本大震災津波からの復興と防災における男女共同参画の推進 

 ―１ 東日本大震災津波からの復興における男女共同参画の推進 

  （1）復興に関する政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

  （2）若者や女性をはじめとした多様な主体の参画による復興の推進 

  （3）男女別統計情報の活用 

 

 ―２ 防災における男女共同参画の推進 

  （1）防災に関する政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

  （2）災害から受ける影響の男女の違い等に配慮した防災対策の実施 

  （3）防災・災害の現場における女性の参画の拡大 

 

Ⅱ 女性の活躍の促進 

―１ 女性の職業生活における活躍の推進 

（1）女性の職業能力開発の促進 

（2）女性の再就業への支援 

（3）女性の起業支援 

（4）関係団体との連携 

（5）女性の活躍に取り組む企業に対する支援 

 

 ―２ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

 

 ―３ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進のための環境づくり 

（1） 仕事と子育て・介護の両立を図る労働環境の整備 

（2） 多様な子育て支援サービスの充実 

 

―４ 男女均等な雇用機会・待遇の確保など雇用環境の整備 

（1） 雇用の場における均等な取扱機会及び待遇の確保の推進 

（2） 快適な職場環境と労働条件の整備 

（3） 働く女性の妊娠・出産に関する保護 

（4） パートタイム労働者や派遣労働者の労働条件の整備 

 

―５ 農林水産業・商工自営業における男女共同参画の推進 

（1） 農山漁村における男女共同参画への意識改革の促進 

（2） 農林漁業経営における女性の参画の促進 

（3） 商工自営業におけるパートナーシップと労働条件の整備 
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Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

  １ 男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

（1） 家庭教育の充実 

（2） 学校教育の充実 

（3） 社会教育の充実と生涯学習の振興 

（4） 地域において男女共同参画を推進する人材の養成 

（5） 国際理解・国際協調の促進 

 

  ２ 男女共同参画の視点に立った意識改革と制度・慣行の見直し 

（1） 意識啓発と制度・慣行の見直し 

（2） 男女共同参画に向けた気運の醸成 

（3） 県民意識の調査 

 

  ３ 家庭における男女共同参画の推進 

（1） 家事・育児・介護への男性の参画の促進 

（2） ひとり親家庭等への支援 

（3） 高齢者の生活の確保と社会参加の推進 

（4） 障がい者の社会参加の推進 

 

  ４ 地域における男女共同参画の推進  

 

Ⅳ 女性に対する暴力の根絶と女性の健康支援 

  １ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

（1） 女性に対する暴力を防ぐ環境づくり 

（2） 女性に対する暴力への厳正な対処 

（3） 被害女性に対する救済策の充実 

 

  ― ２ メディアにおける人権の尊重 

 

― ３ 生涯にわたる女性の健康支援 

（1） 性と生殖に関する健康と権利の推進 

（2） 妊娠・出産に関わる保健医療対策の充実 

（3） 生涯を通じた健康支援 

（4） 女性の健康をおびやかす問題についての対策の推進 
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≪各論記載例≫ 

Ⅰ ○○○ 

 

１ △△△ 

 

 

≪目指す姿≫ 

  

 

 

 

≪現状・課題≫   

 

 

≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

                 

                   

 

 

 

≪主要指標≫  

指標名 単位 現状値（H26） 目標値（H32） 

 ％   

 ％     

 

 

 

≪参考指標≫  

指標名 単位 現状値（H26） 

 ％  

 ％    

 

 

≪皆さんに期待すること≫    

  

  

  

  

 

・ 

 

・ 

施策の項目ごとに、平成 32年度までに目指す姿を

記載しています。 

計画策定時点（H26～27）における現状・課題を記

載しています。 

現状・課題を踏まえ目指す姿の実現に向けて、県が

取り組む施策について記載しています。 

男女共同参画の推進上特に重要なものとして目標値を定め、県として取り組むものを

記載しています。 

県民の皆さんや企業、団体、市町村に期待することを記載

しています。 

目標値は定めませんが、本県の男女共同参画の推進状況を表すものとして数値を把握

していくものを記載しています。 
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Ⅰ 東日本大震災津波からの復興と防災における男女共同参画の推進 

 

１ 東日本大震災津波からの復興における男女共同参画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

≪現状・課題≫ 

○ 東日本大震災津波発災以降、「いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・

三陸の創造」を目指し、県民をはじめ地域社会のあらゆる構成主体と連携しながら、 復

興の取組を進めています。 

○ 被災者支援を行っている支援員・生活相談員の大半が女性であり、また、水産加工事

業者では多くの女性が就労していることなど、暮らしやなりわいの復興において、女性

が非常に大きな役割を果たしています。 

○ 復興に関する政策・方針決定過程への女性の参画の拡大を図り、男性・女性それぞれ

の意見を反映させる必要があります。 

○ 復興を進めていく上では、住民一人ひとりが復興の主役となって、復興まちづくりや

地域コミュニティの再生、地域の産業の再建などに取り組んでいくことが重要であり、

地域住民と行政、更には地域の関係者等が相互に意見交換を行う場を積極的に設けなが

ら、特に次世代を担う若者や女性をはじめとした地域住民が復興に参画し、活躍できる

地域づくりを推進していく必要があります。 

 

 
（復興推進課まとめ、専門委員会を含む） 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

設置時 H23 H24 H25 H26 H27

東日本大震災津波復興委員会における女性委員割合 

≪目指す姿≫ 

 東日本大震災津波からの復興に関する政策・方針決定過程に男女がバランスよく参画

し、復興の各過程において女性をはじめとする多様な住民の意見を反映した取組が進め

られています。 
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≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

(1) 復興に関する政策・方針決定過程への女性の参画の推進 

○ 岩手県東日本大震災津波復興委員会について、女性の参画の推進を図ります。 

○ 市町村に対し、復興に関する方針決定過程への女性の参画を進めるよう働きかけま

す。 

 

(2)  若者や女性をはじめとした多様な主体の参画による復興の推進 

○ 復興に関し、住民等との意見交換会等を行うときは、女性を始めとする多様な住民

の意見を反映させることができるよう、それぞれの視点に立った具体的な提案を出し

やすい環境を整備します。 

○ 被災地における支援者や復興に従事する職員に対して、男女共同参画の視点からの

対応についての理解を促進するための研修等を行います。具体的には、復興に係る意

思決定の場への女性の参画を促進することや、女性に対する暴力等の被害者を発見し

た時の対応等を含め、被災者や支援者等の双方が不適切な対応を行うことのないよう

にすることなどを内容とします。 

 

(3) 男女別統計情報の活用 

○ 復興に係る被災地の住民の意識調査等においては、男女別、世代別等のデータやニ

ーズが把握できるよう、調査方法や集計方法を工夫します。 

 

≪主要指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ32） 

    

 

 

≪参考指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ26） 

    

 

 

≪皆さんに期待すること≫ 

県民の皆さんに期待すること ・ 復興まちづくり等復興に関する取組への積極的な参画 

市町村に期待すること ・ 復興まちづくりにおける女性の参画拡大 

・ 被災地における支援者や復興に従事する職員に対する男女共同

参画の視点からの対応についての理解を促進するための研修の

実施 

 

・ 

 

・ 

別途、検討中 

別途、検討中 
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２ 防災における男女共同参画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

≪現状・課題≫ 

○ 災害時には、平常時における社会の課題が一層顕著になって現れるため、平常時から

の男女共同参画社会の実現が、防災と災害からの復旧・復興を円滑に進める基盤となり

ます。 

○ 東日本大震災津波においては、避難誘導、救助・救援、医療及び消火活動、ライフラ

インの復旧、避難所の運営、要配慮者の支援等、災害発生時から応急仮設住宅への入居

までのあらゆる場面において多くの女性が活躍しました。 

○ 一方で、特定の活動（例えば避難所における食事作りやがれき処理等）が片方の性に

偏ることや、避難生活において「女性用品や乳幼児用品が入手できない」、「男女別の更

衣室や物干し場がなく尊厳が確保できない」、「街灯がなく暗い屋外のトイレで女性や子

供の安全が確保できない」といった、男女共同参画の視点が欠けていたことによる様々

な困難があったことが報告されました。 

○ 災害対応における女性の役割が大きいことから、女性の防災に関する政策・方針決定

過程への参画や、リーダーとしての活躍を推進する必要があります。 

○ 地域防災力の向上を図るためには、女性が防災に関する政策・方針決定過程へ参画す

ることにより、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を確立し、地域における生活

者の多様な視点を反映した防災対策を実施する必要があります。 

 

（若者女性協働推進室まとめ、各年 4 月 1 日時点） 

48.0% 

54.8% 

63.3% 

72.7% 
69.7% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

H23 H24 H25 H26 H27

女性委員が参画する市町村防災会議の割合 

≪目指す姿≫ 

 防災に関する政策・方針決定過程に男女がバランスよく参画し、災害から受ける影響

の男女の違い等に十分配慮した防災対策が行われています。また、防災・災害の現場に

おいて女性が活躍し、地域防災力が向上しています。 
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≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

(1) 防災に関する政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

○ 岩手県防災会議について、女性委員の拡大を図ります。 

○ 県内の市町村防災会議について、他県の最近の動向や女性を積極的に登用している

市町村の事例について情報提供を行う等により、女性が委員として参画するよう、市

町村に対して働きかけます。 

○ 防災担当部局への女性職員の配置及び管理職への女性の登用の促進に取り組みます。 

 

(2) 災害から受ける影響の男女の違い等に配慮した防災対策の実施 

○ 地域防災計画や他の防災に関する計画に、男女共同参画の視点を反映させます。 

○ 防災訓練を実施する際には、男女が共に参画できるようにし、特定の活動（例えば、

炊き出し訓練等）が片方の性に偏るなど、性別や年齢等により役割を固定化すること

がないように市町村に対して働きかけます。 

○ 避難所運営に男女両方がリーダーとして参画し、災害から受ける影響の男女の違い

等に配慮した運営がなされるよう、平成 26 年 3 月に作成した「市町村避難所運営マニ

ュアル作成モデル」を活用し、市町村に対して働きかけます。 

 

(3)  防災・災害の現場における女性の参画の拡大 

○ 女性のいない消防団がゼロとなるよう、女性消防団員の入団を促進します。また、

女性消防団員が活動しやすい環境整備を促進します。 

○ 自主防災組織における女性の参画を促進するとともに、自主防災組織リーダー研修

会への女性の参加を市町村に対して働きかけます。 

 

 

≪主要指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ32） 

    

 

≪参考指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ26） 

   

 

≪皆さんに期待すること≫ 

県民の皆さんに期待すること ・ 防災訓練等防災に関する取組への積極的な参画 

市町村に期待すること ・ 防災会議への積極的な女性登用 

・ 男女共同参画の視点に配慮した避難所運営マニュアルの策定 

 

・ 

 

・ 

別途、検討中 

別途、検討中 
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Ⅱ 女性の活躍促進 

 

１ 女性の職業能力開発の促進生活における活躍の推進 

 

≪目指す姿≫ 

 女性が就業や起業に必要な知識・技能を修得する機会を活用し、自らの意思によって、

職業生活を営み、個性と能力を十分に発揮しながら、いきいきと働いて活躍しています。 

 

≪現状・課題≫ 

○ 少子高齢化に伴う労働力減少への対応として女性の労働力が大いに期待されているこ

と、少子高齢化社会において労働力人口の減少が見込まれる中、女性の労働力を活用す

ることは経済活性化のために必要なことであるとともに、東日本大震災津波からの復興

においては、オール岩手での取組が必要であり、特にも女性の活躍が求められています。 

○ 平成 26年 7月に実施した「いわて女性の活躍促進に関するアンケート」において、女

性のキャリア形成（就業継続）について聞いたところ、進めることに賛成の事業所が９

割を超えましたが、一方で、女性登用目標が有る事業所は、常用労働者規模に関わらず、

１割程度にとどまりました。 

○ 子育てを終え再就職を希望する女性が産業構造の変化や技術革新、高度情報化の進展

に伴い就職に必要な技術・技能を有していないことが多いこと、産業構造の変化や技術

革新、高度情報化の進展に伴い、などから、就業に必要な知識、ＯＡ時代に沿った技術

の習得などの能力開発が求められています。 

○ 自らの意思により働き続けるという女性の自己実現に向けた職業意識を醸成するとと

もに、性別にとらわれない能力開発や適性に応じた平等な教育訓練機会を確保していく

ことが必要です。 

○ 女性の職業生活における活躍を促進するため、行政、経済団体、産業団体その他の関

係団体が緊密に連携し、情報共有や意見交換を行う必要があります。 

○ 近年起業についての社会的関心が高まっていますが、女性はノウハウの習得や資金確

保などの面で多くの場合不利な状況におかれており、女性の起業に向けた支援を行う必

要があります。 

12



 

いわて女性の活躍促進に関するアンケート（若者女性協働推進室） 

 

 

 

  平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 

 

  

36.5% 

48.2% 

56.3% 

62.8% 

76.7% 

53.2% 

44.2% 

45.9% 

36.6% 

35.4% 

18.6% 

40.3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10人未満 

10～49人 

50～99人 

100～299人 

300人以上 

全体 

女性のキャリア形成（就業継続）について 

進めた方が良いと思う できれば進めた方が良いと思う 

進めない方が良いと思う その他 

不明 

11.1 

7.7 

22.2 

16.7 

66.7 

69.2 

55.6 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16.7 

16.7 

15.4 

11.1 

16.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

50歳代 

40歳代 

30歳代 

20歳代 

今後仕事に就きたいか（既婚で過去に就業経験があり現在無職の女性） 

（単位：％） 

仕事に就く予定がある 仕事につきたいが当面予定はない 仕事につきたくない 分からない 
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≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

(1) 女性の職業能力開発の促進 

○ 学校教育の中で、職業に就くことの意義についての認識を育てるとともに、性別に

とらわれない多様な職業について情報を提供します。 

○ 企業における有給教育訓練休暇制度等の導入を積極的に働きかけます。 

○ 広域振興局等に就業支援員を配置し、就業のための相談や情報提供を行うほか、就

業にかかる技術講習を実施するなど、女性の就業を総合的に支援します。就業経験が

乏しい、又は就業の機会に恵まれない女性に対し、職業意識の啓発から就業までを支

援するための一連の職業訓練及び就職支援を実施します。 

○ 女性の再就職を支援するための技術講習や、託児サービスを付加した離職者向けの

職業訓練を推進します。 

 

(2) 女性の再就業への支援 

○ 育児や介護のために仕事を中断した女性に対して、能力開発や職業相談、情報提供

などを行い、女性の再就業を支援します。 

○ 就業を中断した女性労働者の職業経験や実績を活用するよう、関係機関と連携して

事業主に対して休業制度の利用促進や再雇用制度の導入を働きかけます。 

 

(3) 女性の起業支援 

○ 新たな起業分野を調査研究し紹介するとともに、起業相談や起業のための講習会を

開催するほか、優秀な起業プランについてはその実現を支援します。創業セミナーの

開催や事業計画の策定支援、創業体験の場の提供などを行うことにより、創業を目指

す女性を支援します。 

○ 県内で新たに事業を始めようとする場合の資金調達のための融資制度や助成事業に

ついて、情報提供、利用促進を行います。 

 

(4) 関係団体との連携 

 ○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下、「女性活躍推進法」という。）

第 23条に定める協議会として「いわて女性の活躍促進連携会議」を設置し、それぞれ

の構成団体の取組についての情報共有や女性の活躍に関する意見交換を行い、連携の

緊密化を図ります。 

  

 

(5) 女性の活躍に取り組む企業に対する支援 

○ 女性の活躍促進に対する理解と協力を得るため、「いわて女性の活躍促進連携会議」

の構成団体と協力しながら、企業の経営者や男性従業者に対する情報提供を行います。 

 ○ 女性が活躍している事業所やワーク・ライフ・バランス推進に積極的に取り組んで

いる事業所の情報を収集し、「いわて女性の活躍促進連携会議」の構成団体と協力しな

がら、広く県内の企業や団体等に紹介することにより、女性の活躍やワーク・ライフ・
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バランスに関する県内企業・団体の関心を高め、さらなる取組推進につなげます。 

 ○ 女性の活躍に取り組もうとする企業に対し、女性の活躍に積極的に取組み成果を挙

げている事例について情報提供を行うとともに、女性活躍推進法第 8 条に規定する一

般事業主行動計画の策定及び計画に基づく取組が積極的に行われるよう働きかけます。 

 

 

≪参考指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 

女性の再就職率 ％ 32.7 

 

 

≪皆さんに期待すること≫ 

企業の取組に期待すること ・ 教育訓練の積極的な実施 

・ 休業中の従業員に対する職場復帰に向けた支援 

・ 休業制度の利用促進 

・ 再雇用制度導入の検討 

・ 女性の職業生活における活躍の場の積極的な提供 

 

・ 

 

・ 

別途、検討中 
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２ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

 

≪目指す姿≫ 

 社会における様々な政策・方針決定過程において、男女が共に参画しています。 

 

≪現状・課題≫ 

○  県の審議会等における女性の割合はまだ低い分野がありますが、社会の様々な制度や

仕組に男性・女性それぞれの意見を反映させるためには、あらゆる分野の政策・方針決

定過程に男女が参画することが必要です。 

○  平成 26 年 7 月に実施した「いわて女性の活躍促進に関するアンケート」結果では、

女性の管理職がいない事業所が全体の 5 割弱、女性の役員がいない事業所が全体の 4

割強となっていました。 

○  企業や教育・研究機関のほか、農協、漁協、商工会などの各種団体等においても、方

針決定への女性の参画拡大や、採用・登用等における男女の機会均等の一層の推進、積

極的改善措置（ポジティブ・アクション）等に取り組んでいくことが求められます。 

 

 

 

平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 

3.3 

3.9 

10.1 
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53.8 

30.1 

26.2 

17.8 

20.3 

9.9 
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3.3 
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24.4 

16.1 

14.0 

5.0 

4.0 

5.0 

2.9 
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国の施策で 

地方自治体の施策で 

職場で 

地域社会で 

女性の意見や考え方が反映されていると思うか（単位：％） 

十分反映されている ある程度反映されている あまり反映されていない 

ほとんど反映されていない わからない 無回答 
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平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 

 

 

 

平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 
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2 
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その他 

審議会や委員会に女性委員が少ない 

女性の能力に対する偏見がある 

女性自身が消極的 

女性自身の意欲や責任感が乏しい 

行政機関の管理職に女性が少ない 

女性議員が少ない 

組合団体や地域組織のリーダーに女性が少ない 

社会のしくみが女性に不利 

男性の意識、理解が足りない 

女性の意見や考え方が反映されていない理由（3者選択）（単位：％） 

6.2 

4.0 

16 

21.7 

21.7 

21.8 

22.7 

27.7 

28.0 

42.2 

49.6 

59.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

無回答 

その他 

大学、研究所などの研究者 

建設業など女性の少ない職場 

理工系など女性の少ない分野の学生 

国連などの国際機関 

農林業団体などの役職 

自治会、ＰＴＡなどの役員 

弁護士、医師などの専門職 

企業の管理職、労働組合の幹部 

公務職場 

議会の議員 

今後女性の参画が進むべき分野（複数回答）（単位：％） 
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（若者女性協働推進室まとめ） 

 

 

（農業普及技術課まとめ） 

 

 

≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

○  県の審議会等における女性委員の割合の向上と女性委員が就任していない審議会等

の解消に努めるとともに、市町村に対しても審議会等への女性委員登用の促進を働きか

けます。 

○  地域社会や企業、教育・研究機関、その他各種機関・団体等に対しても、政策・方針

決定過程への女性の登用について働きかけます。 

○  県や市町村、企業等の管理職等への女性の登用状況を定期的に調査し、公表します。 

○  身近な目標となる人材の情報を収集し県民へ紹介することにより、将来において目指
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県の審議会等における女性委員の割合 
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農業委員会における女性委員の割合（岩手県）（単位：％） 
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したいと思うモデルとなる女性を学生や若い従業者等に示し、将来のキャリア形成に活

かすとともに、女性自身がキャリアアップするために必要なスキルを学ぶ機会を提供す

ることにより、女性の職業生活における政策・方針決定過程への参画意欲の向上を図り

ます。 

○  女性が様々な分野で意欲や能力に応じて活動できるよう、必要な情報提供やネットワ

ーク形成に係る支援を行います。 

 

 

≪主要指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 目標値（Ｈ27） 

男女いずれか一方の委員の数が委員総数の 40％未満にな

らない審議会等の全審議会等における割合 

※防災会議、石油コンビナート等防災本部、国民保護協議会及び交

通安全対策会議の４審議会等については法令により職が指定され

ている委員が多数を占めること、選挙管理委員会及び海区漁業調整

委員会の２審議会等については法令により選挙で選出される委員

が全部又は多数を占めること、委員定数が３名の審議会等（人事委

員会、公安委員会及び公務災害補償等審査会）については男女いず

れかが 40％未満となることから、これら９審議会等は対象外とす

る。 

％ 53.0 80.0 

県職員管理監督者に占める女性の割合 ％ 10.5   17.0 

教職員の管理職に占める女性の割合 ％ Ｈ22  21.5 22.5 

 

 

≪参考指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 

男女いずれか一方の委員の数が委員総数の 40％未満にな

らない審議会等の全審議会等における割合 

※主要指標で対象外とした９審議会等を含む。 

％ 46.7 

体育指導委員女性比率 ％ 28.2 

スポーツ・リーダーバンク女性比率 ％ 20.6 

農協女性理事の登用 人 9 

女性農業委員の登用状況 ％ 9.2 

 

 

≪皆さんに期待すること≫ 

県民の皆さんに期待すること ・ 審議会等委員への応募など政策・方針決定過程への積極的な

参画 

・ 女性に対する偏見の解消など意識改革 

企業・団体の取組に期待すること ・ 企業・団体における女性職員の人材育成と幹部職員への積極

・ 

 

・ 

別途、検討中 

別途、検討中 
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的な登用 

市町村に期待すること ・ 市町村の審議会等委員への積極的な女性登用 

・ 市町村の女性職員の人材育成 
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３ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進のための環境づくり 

≪目指す姿≫ 

 県民が仕事、家庭生活、地域活動などに自分の希望するバランスで参画しています。 

 

≪現状・課題≫ 

○  平成 27 年度に実施した意識調査において「仕事と家庭・社会活動の両立についての

理想と現実」について聞いたところ、男女とも３割程度が男性の約 3 分の 1、女性の約

4 割が「両立させる」を理想としているのに対し、現実に「両立している」のは男性が

２割、女性が１割男女とも２割程度となっており、両立に関する理想と現実に差がある

状況です。 

○  「両立を可能とするために必要なこと」について女性についてと男性について聞いた

ところ、女性については「育児休暇・介護休暇制度を利用しやすい職場環境整備」、「育

児や介護のために退職した職員の復職、再雇用の制度」、「保育・介護サービスの向上」

が高く、男性については「育児休暇・介護休暇制度を利用しやすい職場環境整備」、「労

働時間の短縮および休暇制度の充実普及」が高くなっており、両立支援のためのサービ

ス体制と労働環境の整備が必要とされています。 

○  平成 26 年 7 月に実施した「いわて女性の活躍促進に関するアンケート」において、

「女性の能力発揮のためにあれば良い行政施策」について聞いたところ、「仕事と家庭

の両立支援」を挙げる事業所が約 7 割となりました。 

○  女性が過重な家事負担を負うことなく仕事と家庭の両立が可能になるよう、固定的な

役割分担意識の見直しを促進し男性の主体的な家庭生活への参画を進めるとともに、男

女双方にとってワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を進めていくことが必

要です。 

 

 

                

 

 

 

         仕事と家庭、社会活動の両立について（理想と現実）（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室）                      
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22.6 

10.2 

1.7 

17.1 

41.2 

23.0 

1.3 
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家庭生活又は 

社会活動に専念 

家庭生活又は 

社会活動を優先 

両立 

仕事を優先 

仕事に専念 

女性について（女性自身の回答） 

理想 現実 
 

7.0 

4.6 

20.7 

34.1 

20.4 

1.2 

3.4 

36.1 

43.3 

5.3 

0 10 20 30 40 50

家庭生活又は 

社会活動に専念 

家庭生活又は 

社会活動を優先 

両立 

仕事を優先 

仕事に専念 

男性について（男性自身の回答） 

理想 現実 
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平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 

 

 

平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 

 

  

8.3 

1.3 

15.2 

16.9 

22.2 

31.6 

33.8 

34.4 

35.4 

36.4 

37.0 

38.8 

48.0 

50.8 

0 10 20 30 40 50 60

無回答 

その他 

仕事と家庭生活等の両立等の問題について相談できる窓口 

家庭や学校における男女平等教育 

研修や職業訓練の機会の確保 

昇進、昇格の機会で男女差をなくす 

「男は仕事、女は家庭」といった固定的性別役割分担意識の解消 

保育・介護サービスの向上 

給与、仕事内容等の労働条件面での男女間格差の解消 

育児や介護のために退職した職員の復職、再就職の制度 

金銭面での支援の充実 

柔軟な勤務制度の導入 

労働時間の短縮及び休暇制度の充実・普及 

育児休業・介護休業制度を利用しやすい職場環境の整備 

両立のために必要なこと（男性について 複数回答）（単位：％） 

5.7 

1.9 

17.0 

17.8 

18.9 

34.0 

34.0 

37.9 

38.3 

39.3 

41.1 

45.9 

48.0 

60.7 

0 10 20 30 40 50 60 70

無回答 

その他 

研修や職業訓練の機会の確保 

家庭や学校における男女平等教育 

仕事と家庭生活等の両立等の問題について相談できる窓口 

昇進、昇格の機会で男女差をなくす 

「男は仕事、女は家庭」といった固定的性別役割分担意識の解消 

給与、仕事内容等の労働条件面での男女間格差の解消 

金銭面での支援の充実 

柔軟な勤務制度の導入 

保育・介護サービスの向上 

労働時間の短縮及び休暇制度の充実・普及 

育児や介護のために退職した職員の復職、再就職の制度 

育児休業・介護休業制度を利用しやすい職場環境の整備 

両立のために必要なこと（女性について 複数回答）（単位：％） 
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いわて女性の活躍促進に関するアンケート（若者女性協働推進室） 

 

 

≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

(1) 仕事と子育て・介護の両立を図る労働環境の整備 

○ 仕事と家庭の両立が可能となるよう、多様な働き方や男性を含めた働き方の見直し

について、各種啓発活動を通じて理解を促します。 

○ 国と連携しながら、育児・介護休業制度の趣旨、内容の周知を図るとともに、育児・

介護休業規定が整備されていない企業等に対し、て、労働者が制度を活用しやすいよ

うに、就業規則等への制度化や労働環境規定の整備を働きかけます。 

○ 育児・介護休業取得者の生活の安定を図るため、休業期間中のに必要な生活資金を

融資する育児・介護休業者生活資金貸付制度の周知を図りますの貸付けを行います。 

○ 育児・介護休業の取得や休業後の原職等への職場復帰を促すため、事業主等に対し

て、国の助成・金や給付金制度について、国と連携しながら周知しますを図ります。 

○ 職場、家庭、地域社会でのバランスのとれた生活を実現するため、リフレッシュ休

暇制度の普及促進を図ります。 

○ 仕事と家庭生活の両立ができるよう、有給休暇の取得の促進、所定外労働時間の削

減など、労働時間の短縮を事業主に積極的に働きかけるとともに、関係機関と連携し

ながら、労働時間短縮に向けた社会的気運の醸成を図ります。雇用の維持、長時間労

働の抑制等の「働き方改革」や男性も含めた育児休業の取得促進の取組、賃金などの

労働条件の改善等について、岩手労働局と連携し、産業関係団体に要請活動や国の助

成制度等に関する情報提供を行います。 

○ 国と連携しながら、自由勤務時間（フレックスタイム）制度、時差出勤制度、及び

在宅勤務制度など、仕事と家庭生活を両立するための各種制度の周知を図るとともに、

4.8% 
15.2% 

4.1% 
19.0% 

5.7% 
3.0% 

12.6% 
3.1% 

6.1% 
53.0% 

70.1% 
13.5% 

24.4% 
20.3% 
19.8% 

38.1% 
3.7% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

17 その他 

16 目標達成企業への助成制度（財政的支援） 

15 公共事業の入札参加資格への優先的措置 

14 法人税の軽減措置 

13 企業の取組みの公表 

12 表彰制度の創設 

11 男性の育児休業取得の促進 

10 女性管理職比率の義務化 

9 女性の起業に対する支援 

8 保育サービスの充実 

7 仕事と家庭の両立支援 

6 ロールモデルの提示 

5 女性に対する教育訓練の充実 

4 男性に対する意識啓発 

3 事業主に対する意識啓発 

2 女性に対する意識啓発 

１ 女性管理職比率の公表の義務化 

女性の能力発揮のためにあれば良い行政施策（複数回答） 
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企業等における制度の導入を働きかけます。 

○ 仕事と子育ての両立支援など、男女がともに働きやすい職場環境づくりに取り組む

企業などを認証するとともに、顕著な功績があった企業を表彰します。 

○ 子育てしながら働きやすい職場づくりを促進するため、セミナーの開催等を通じ、

労働関係法令に関する知識の普及を図るとともに、優良事例や国の助成制度等に関す

る情報提供を行います。 

○ 企業や労働者等からの労働相談に対し、関係機関と連携し適切に対応します。 

 

(2) 多様な子育て支援サービスの充実 

○ 働く形態の多様化などに対応した乳児保育、延長保育、休日保育、病児・病後児保

育、障がい児保育等を行う保育所について、地域の需要に応じて拡充を図るとともに、

希望しても保育所に入所できない児童を解消するため、定員の見直し、施設整備、分

園設置等を促進します。認定こども園等の施設整備を計画的に進めていくとともに、

子ども・子育て支援新制度に係る情報提供などにより、既存施設の認定こども園への

円滑な移行を支援します。また、小規模保育事業をはじめとする地域型保育事業の活

用を推進します。 

○ 幼稚園等が地域の実態や保護者の要請に応じて実施する「子育て支援活動」及び「預

かり保育」を促進します。 

○ 就労等により日中保護者が不在となる児童の健全な育成を図るため、学校の余裕教

室や児童館を活用し、放課後子ども教室や放課後児童クラブ設置を促進するとともに、

その運営の充実を図ります。放課後児童クラブを始めとする地域子ども・子育て支援

事業を支援し、地域の実情に応じて実施する子ども・子育て支援の充実を図ります。 

○ 民生児童委員・主任児童委員活動の充実、子育て支援コーディネーターの養成など

により、地域ぐるみでの子育て支援体制の整備を図ります。 
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≪参考指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 

年間総労働時間数 時間 1,802 

一時・特定保育実施保育所数 ヵ所 174 

放課後児童クラブ設置数 ヵ所 254 

 

 

≪皆さんに期待すること≫ 

県民の皆さんに期待すること ・ 働き方の見直しに関する意識改革 

企業の取組に期待すること ・ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進する

ための就労環境整備 

市町村に期待すること ・ 保育所、幼稚園、放課後児童クラブの運営の充実 

 

・ 

 

・ 

別途、検討中 
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４ 男女均等な雇用機会・待遇の確保など雇用環境の整備 

 

≪目指す姿≫ 

 雇用の場において、男女均等な機会・待遇が確保されるなど雇用環境が整備され、男

女が対等なパートナーシップを発揮し、いきいきと働いています。 

 

≪現状・課題≫ 

○  本県の雇用者数を男女別にみると、平成 24年は男性が 30万 4,900人（男性有業者全

体の 83.7％）、女性が 24万 8,600人（女性有業者全体の 85.6％）で、平成 19年と比べ

男性は 1万 4,600人減少（男性有業者に占める割合は 2.0ポイント上昇）、女性は 5,300

人減少（女性有業者全体に占める割合は 4.1 ポイント上昇）しています。（平成 24 年就

業構造基本調査より） 

○  本県の労働者の賃金の実態を男女別にみると、平成 26 年の所定内給与額は、男性が

257,700円、女性が 194,600円で、男性を 100とした場合女性は 75.5（平成 21年は 69.1）

となっており、男女間で格差があります。女性が上位の職に登用されていないことも要

因の一つです。（平成 26年賃金構造基本統計調査より） 

○  女性が働くこと職業をもつことについての県民の意識は、「一生働き続けるのもち続

ける方がよい」と考える割合が高くなっていますが、一方で現在の社会は女性が働きに

くいと考えている県民の割合は高くなっています。 

○  パートタイム労働や派遣労働が年々増加するとともに、その就業分野も広がりをみせ

ており、本県の女性パートタイム労働者は平成 24年には 80,900人と全労働者の 33.4％

を占め、また派遣労働者も年々増加しています。（平成 24 年就業構造基本調査より）しか

しながら、パートタイム労働者や派遣労働者は、賃金などの労働条件等の整備や社会保

険への加入が遅れているとともに、その置かれている身分は不安定な状況にあります。

パートタイム労働者や派遣労働者にとって適正な労働条件等を確保していくことが必

要です。 

○  妊娠・出産後も働き続ける女性労働者が増加している中で、母性を保護し、女性が働

き続けながら安心して出産・育児ができるような労働条件を整備することが求められて

います。 
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総務省「国勢調査」 

 

 

 

平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 
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年齢階級別労働力率（女性）（単位：％） 

H18 H21 H25 H27

一生もちつづける方がよい 37.7 38.2 49.3 51.0

結婚するまでもつ方がよい 3.3 2.9 1.7 1.7

子どもができるまでもつ方がよい 2.7 4.5 3.2 3.1

子どもが出来たらやめ、大きくなった

ら再び持つ方がよい 
45.0 38.2 30.7 28.6

女性は職業をもたない方がよい 1.3 1.0 1.2 0.2

0
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60

一般的に女性が職業をもつことについてどう思うか（男性の回答） 

（単位：％） 

H18 H21 H25 H27

一生もちつづける方がよい 40.2 47.2 47.5 52.6

結婚するまでもつ方がよい 1.6 0.7 1.6 1.3

子どもができるまでもつ方がよい 2.5 3.5 1.4 2.7

子どもが出来たらやめ、大きくなった

ら再び持つ方がよい 
45.2 36.2 32.2 27.3

女性は職業をもたない方がよい 0.6 0.9 0 0.6
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一般的に女性が職業をもつことについてどう思うか（女性の回答） 

（単位：％） 
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平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 

 

 

平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 
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≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

(1) 雇用の場における均等な取扱機会及び待遇の確保の推進 

○ 労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ働

き続けることができるよう、男女雇用機会均等法の趣旨についてなどの関係法令や国

の助成金制度について、国と連携してセミナーを開催するなどながら周知、啓発を図

ります。 

○ 男女同一労働同一賃金の徹底が図られるよう、企業に対して働きかけます。 

○ 雇用の場における差別の解消や労働条件の整備に向けて、随時、労働相談を実施し

ます。企業や労働者等からの労働相談に対し、関係機関と連携し適切に対応します。 

○ 若年者を対象とした就職支援体制を整備するとともに、女性の就職を支援します。

学校、ハローワーク、企業等と連携し、就業支援員やジョブカフェの設置などにより

若年者の就職や職場定着を支援します。 

○ 企業における女性の登用を促進するため、積極的改善措置（ポジティブ・アクショ

ン）の具体例を紹介し、事業主に対して導入を働きかけます。男女間格差の解消のた

めに企業が取り組む「ポジティブアクション」について、国と連携しながら取組を促

進します。 

 

(2) 快適な職場環境と労働条件の整備 

○ 事業主等を対象とした人事・労務管理のためのセミナーをの開催し等を通じ、職場

における男女の対等なパートナーシップに向けた意識啓発を図ります。 

 

(3) 働く女性の妊娠・出産に関する保護 

○ 国と連携して、随時、労働基準法の母性保護規定等の周知を図ります。 

 

(4) パートタイム労働者や派遣労働者の労働条件の整備 

○ パートタイム労働等の多様な形態で働く女性の雇用の安定や適正な労働条件等を確

保するため、パートタイム労働法及び労働者派遣事業法等の周知を図ります。 

○ 広域振興局等において、就業支援員が情報提供や職業相談を行い、パートタイム労

働者の就業を支援します。 

 

 

≪主要指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 目標値（Ｈ27） 

職場において男女が平等と感じている人の割合 ％ 20.5 30.0 

 

 

≪皆さんに期待すること≫ 

県民の皆さんに期待すること ・職場における意識改革 
・ 

 

・ 

別途、検討中 
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企業の取組に期待すること ・労働関係法令の遵守 

・職場における意識啓発や慣行の見直し 

・女性の採用・登用に関する積極的改善措置（ポジティブ・ア

クション） 

・企業における男女共同参画に関する教育の推進 
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５ 農林水産業・商工自営業における男女共同参画の推進 

 

≪目指す姿≫ 

 農林水産業や商工自営業において、男女が対等なパートナーシップを発揮し、いきい

きと働いています。 

 

≪現状・課題≫ 

○ 本県女性の就業者のうち、第一次産業就業者の割合は全国で上位（平成 22 年国勢調

査：農業・林業２位、漁業５位）となっており、特に農業・林業分野では全農業従事者

就業者の約４割を女性が占め、漁業は約 25％を女性が占めています（林業は約１割）。

しかしながら、農林漁業は家族経営が多数を占めることから、生産や経営と生活が密接

であり、労働時間や休日等が不明確であるとともに、女性は共同経営者でありながら経

営の決定権を持たない状況が見受けられます女性等の就労環境の改善が図られてきてい

ますが、まだ十分とは言えない状況にあります。 

○ 農山漁村における男女共同参画を進めるためには、家庭や地域、そして女性自身の意

識改革を進めるとともに、女性の農林漁業技術や経営能力を高めるなどの資質の向上を

図りながら、生産組織や組合、地域の様々な方針決定の場に、女性が男性と対等なパー

トナーとして参画していくことが必要です。個々の経営においては、家庭内の役割分担

や労働時間、報酬などの就業条件を明確にし、女性が意欲を持って経営に取り組めるよ

う支援していく必要があります。 

○ また、商工自営業に従事する女性は、経営と生活の境界線が不明確なことから、仕事

と家事の区別がしにくく、就業形態が不規則で長時間労働になりやすい状況にあります。 

○ 商工自営業に従事する女性への母性保護や健康管理に配慮しながら、安全で快適な労

働環境の整備を進める必要があります。 

 

農業普及技術課調べ 

家族経営協定における女性の位置づけ（東北） 

   経営主：11.1％、経営主の配偶者：77.2％、後継者：3.3％、後継者の配偶者：10.7％ 
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                           （農林水産省調べ H20.3.31 現在） 

 

       平均週間就業時間（全産業） 

 男性 女性 

自営業主 41.7 時間 30.2 時間 

家族従業者 40.1 時間 32.8 時間 

雇用者 44.1 時間 33.0 時間 

                    （総務省「平成 26 年労働力調査年報」） 

 

 

 

≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

(1) 農山漁村における男女共同参画への意識改革の促進 

○ 農山漁村女性の交流や情報交換などを行うフォーラムの開催等を通じて、方針決定

の場への女性の参画に関する女性自身の意識を高めるとともに、家庭や地域の意識改

革を促進します。 

 

(2) 農林漁業経営における女性の参画の促進 

○ 女性農業者が主体性を持ったパートナーとして経営に参画できるよう、経営計画や

就業条件等を家族間で共有する「家族経営協定」の締結を促進します。 

○ 経営管理能力・技術力の向上や、加工等の農山漁村ビジネスへの取組を促進するた

め、相談活動や研修会等を実施するとともにし、女性の自主的な交流活動等を支援し

ます。特に、今後の農山漁村を担う若い世代の女性後継者等の自主的な交流活動等を

支援します。 

○ 地域の農林漁業、農山漁村の振興の中核となって意欲的に取り組んでいる女性を「農

業農村指導士」、「指導林家」、「漁業士」として認定するとともに、その活動を支援し

ます。 

○ 研修や講座を行うことにより女性のエンパワーメントを促進するとともに、交流や

ネットワークづくりを進め、若手女性農業者の確保・育成を行います。 

 

(3) 商工自営業におけるパートナーシップと労働条件の整備 

○ 商工団体等の方針決定の場への女性の参画促進について、普及・啓発を行います。 

○ 商工会等に設置されている女性部、青年部の組織の育成と活動を促進します。 

○ 女性が安全で快適に就業できるようにするため、労働時間の適正化、休日の取得な

ど、労働条件の整備について普及・啓発と指導を行います。 

○ 家内労働手帳の普及、最低工賃の周知、家内労働者の労災保険特別加入促進など、

家内労働者の労働条件の改善のための普及・啓発を図ります行います。 
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≪主要指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 目標値（Ｈ27） 

家族経営協定締結農家数（累計） 戸 1,313 
毎年度 

100戸新規締結 

農業農村指導士に占める女性の割合 ％ 13.3 

毎年度の認定者に

占める女性割合         

30.0 

女性の漁業士数（累計） 人 13 16 

 

 

≪参考指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 

農村女性の起業者数（個人及びグループへの参画）（累計） 
経営体 411 

女性の指導林家数 人 3 

 

 

≪皆さんに期待すること≫ 

県民の皆さんに期待すること ・ 男女の対等なパートナーシップに向けた意識改革 

・ 起業活動者のネットワーク形成等による取組の波及 

関係団体の取組に期待すること ・ 会員への意識啓発 

・ 団体への加入促進 

・ 女性の積極的登用 

 

・ 

 

・ 

別途、検討中 

別途、検討中 
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Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

 

１ 男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

 

≪目指す姿≫ 

 家庭、学校、社会において、全ての県民が男女平等や互いの性を理解し尊重するため

の教育・学習を受ける機会が充実しています。 

 

≪現状・課題≫ 

○ 男女共同参画社会基本法など、男女共同参画についての県民の認知度はまだ低い状況

にあります。 

○ 男女共同参画を推進するためには、幼少時から家庭や学校において男女平等や人権尊

重、男女の相互理解と協力の重要性について発達段階に応じた教育を行うとともに、生

涯学習の場などを通じて、男女共同参画の推進が男性・女性双方にとって有意義である

ことについて意識啓発を図る必要があります。 

○ 我が国の男女共同参画が国際社会の取組と連動していることに鑑み、国際的な女性の

人権に関する問題への理解を深める必要があります。 

 

平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 

 

≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

(1) 家庭教育の充実 

○ 男女共同参画推進月間を中心とした各種啓発事業や情報紙発行などにより、家庭に

おける人権教育の大切さについて普及啓発を図ります。 

○ 家庭教育資料の作成・配布、提供及び子育てサポーター等の家庭教育に関する指導

者の養成等や支援者の活用等により、子育てなどの家庭教育に関する主体的な学習を

13.9 

15.6 

16.0 

46.9 

40.4 

43.9 

30.4 

33.8 

31.3 

8.8 

10.3 

8.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成21年度調査 

平成24年度調査 

平成27年度調査 

男女共同参画社会基本法に関する認知度（単位：％） 

内容を知っている 聞いたことはあるが内容は知らない 知らない 無回答 
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支援します。 

○ 父親の子育ての参画を進めるため、各市町村において学習機会の充実に努めるよう

促します。 

 

(2) 学校教育の充実 

○ 授業、学校行事など教育活動全体を通じて、児童生徒が人間尊重の精神に立って男

女平等を身近な課題として認識し、一人ひとりの個性や能力を発揮して自らの意思に

よって行動できるよう、男女平等の意識を高める教育を推進します。 

○ 児童生徒が自己の在り方、生き方を考え、主体的に進路を選択し、社会人・職業人 

として自立できるための能力を育成します。 

○ 児童生徒が互いの性を尊重して、性についての正しい知識や認識を深め、責任ある

行動がとれるよう、発達段階に応じた教育の充実を図ります。 

○ 男女共同参画の視点に立った意識や知識を高めるため、教員の研修体系に基づく研

修等を充実します。 

○ 性に関する指導を進めるための学校体制のあり方や指導内容などについて研修を行

います。 

 

(3) 社会教育の充実と生涯学習の振興   

○ 全ての県民が男女共同参画に関する生涯学習の情報を得ることができるよう、生涯

学習情報提供システムによる情報の収集や提供を行います。   

○ 市町村に対し、男女共同参画に関する今日的課題についての講座を開設するなど、

各種の学習機会の提供を促します。 

○ 社会教育に携わる職員の研修を充実し、資質の向上を図ります。 

○ 男女共同参画センターが実施するセミナーや出前講座等により、地域、企業等にお

ける男女共同参画に関する学習の機会を提供します。 

 

(4) 地域において男女共同参画を推進する人材の養成 

○ 地域において男女共同参画を推進する人材（いわて男女共同参画サポーター等）の

養成を行うとともに、その活動を支援します。特に、男性の人材養成を推進します。 

 

(5) 国際理解・国際協調の促進 

○ 「女子差別撤廃条約」（※１）や「北京宣言及び行動綱領」などの国際的規範や国際

的動向について県民への周知を図るとともに、国際理解のための研修会やイベントの

開催を支援します。 

○ 世界女性会議（※２）など国内外で開催される国際会議や、国際的な女性問題に関

して、情報の収集や提供を行います。 

 

※１ 女子差別撤廃条約：「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の略称。1979 年 12 月の国際連 

合第 34 回総会で採択され、1981 年に発効した。政治的・経済的・社会的・文化的・市民的その他あらゆる分 

野における男女平等を達成するため必要な措置を定めている。 
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  ※2 世界女性会議：国連婦人の年（1975 年）以降、5～10 年に１回開催されている女性に関する世界会議。 

    

 

≪主要指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 目標値（Ｈ27） 

男女共同参画社会基本法の名称又は内容を知っている

人の割合 
％ 60.8 90.0 

男性の男女共同参画サポーター認定者数（累計） 

（男性のサポーターがいる市町村の割合） 

人 

（％） 

Ｈ22  68 

   （58.8） 

  118 

（100） 

子育てサポーター認定者数（累計） 人 307 427 

 

 

≪参考指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 

男女共同参画フェスティバルの参加者に占める男性の

割合 
％ Ｈ22 13.8 

各大学開放講座参加者数（累計） 人 15,928 

 

 

≪皆さんに期待すること≫ 

県民の皆さんに期待すること ・ 家庭における男女平等の推進 

・ 家庭や地域における教育の推進 

市町村に期待すること ・ 男女平等や人権尊重の視点に立った学校教育の推進 

・ 男女共同参画に関する生涯学習の推進 

・ 広報、普及啓発活動の推進 

学校の取組に期待すること ・ 男女平等や人権尊重に関する教育の推進 

・ 男女の性にとらわれない個性を尊重した進路指導 

 

 

 

・ 

 

・ 

別途、検討中 

別途、検討中 
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２ 男女共同参画の視点に立った意識改革と制度・慣行の見直し 

 

≪目指す姿≫ 

 社会における制度や慣行が、男女共同参画の視点から必要な見直しが行われ、男女の

双方にとって平等と感じられる社会における活動の選択に中立的に働くものになってい

ます。 

 

≪現状・課題≫ 

○ 平成 27 年度に実施した意識調査において男女の地位の平等感について聞いたところ、

「社会通念・慣習・しきたり」において 73.1％が「男性の方が優遇されている」と回答

しており、男女の不平等感は根強く残っています。また、「今後、男女が社会のあらゆる

分野でもっと平等になるために重要と思われることは何か」を聞いたところ、「男性や女

性を取り巻くさまざまな偏見や固定的な社会通念、慣習、しきたりを改めること」が

46.2％と最も高くなっています。 

○ 社会のあらゆる分野において男女が対等な構成員として参画するためには、幅広い世

代への意識啓発を図るとともに、制度や慣習、しきたりを男女共同参画の視点に立って

見直していくことが必要です。 

○ 性的指向や性同一性障害を理由として困難な状況に置かれている場合については、人

権尊重の観点からの配慮が必要です。 

 

 

平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 

 

27.5 
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5.5 
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女性 

男性 

男女の地位の平等感（社会通念・慣習・しきたりなどで）（単位：％） 

男性の方が非常に優遇 どちらかと言えば男性が優遇 平等 

どちらかと言えば女性が優遇 女性の方が非常に優遇 わからない 

無回答 
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平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 

 

 

≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

(1) 意識啓発と制度・慣行の見直し 

○ 国、市町村、県民、ＮＰＯ等と連携・協働し、男女問わず幅広い年代に向けて、男

女共同参画の必要性について広報・啓発活動を実施します。 

○ 男女共同参画センターの講座や情報紙等により、固定的性別役割分担意識の解消や、

家庭・地域・職場における慣習・しきたりについて男女共同参画の視点で気づきや見

直しを促すための意識啓発を行います。 

○ 自分らしく生きていくうえで様々な不安や悩みを抱えている男女や、性的指向や性

同一性障害を理由として困難な状況に置かれている人々を支援するため、男女共同参

画センターにおいて相談事業を行います。 

○ 女性が自らに保障された法律上の権利や権利の侵害を受けた場合の対応等について

正確な知識を得られるよう、男女共同参画センター等において情報提供や、講座開催、

相談事業を行います。 

○ 性的指向や性同一性障害を理由とした困難な状況に対する理解を深めるため、行政

及び関係機関の職員等を対象とした研修を行います。 

○ 市町村等と連携して、地域における男女共同参画の推進状況を調査し、男女共同参

画の視点での見直しが必要なものについてはそれを促します。 

○ 岩手県男女共同参画推進条例に基づく苦情・相談処理制度により、男女共同参画の

推進に影響を及ぼすと認められる施策の見直しや、男女共同参画の推進を阻害する要

因により人権が侵害された事案の改善を図ります。 
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11.1 

15.3 

17.1 

17.5 

1.8 

5.4 

3.2 

5.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成18年度調査 

平成21年度調査 

平成24年度調査 

平成27年度調査 

「男は仕事、女は家庭」の考え方について（単位：％） 

同感する 同感しない わからない 無回答 
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(2) 男女共同参画に向けた気運の醸成 

○ 社会のあらゆる分野における男女共同参画の推進に向けて、市町村や県民、ＮＰＯ

などと連携し、各界における取組が進むよう、気運の醸成を図ります。 

○ 男女共同参画の推進に貢献している個人又は団体を表彰することなどにより、男女

共同参画に関する県民の関心を高め、気運の醸成を図ります。 

 

(3) 県民意識の調査 

○ 男女の地位の平等感や男女共同参画に関する県民の意識について定期的にアンケー

ト調査を実施し、結果を分析して県民への周知と施策への反映を図ります。 

 

 

≪主要指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 目標値（Ｈ27） 

社会慣習の中での不平等感の割合 ％ 72.8 60以下 

 

 

≪参考指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 

社会慣習の中での不平等感の割合（年代別） ％ 

20歳代：66.3 

30歳代：68.4 

40歳代：85.4 

50歳代：80.6 

60歳代：73.6 

70歳以上：58.4 

 

 

≪皆さんに期待すること≫ 

県民の皆さんに期待すること ・ 固定的役割分担意識の改革 

・ 地域における制度・慣行の見直し 

市町村に期待すること ・ 住民への意識啓発、広報 

 

・ 

 

・ 

別途、検討中 

別途、検討中 
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３ 家庭における男女共同参画の推進 

                      

≪目指す姿≫ 

 家庭において、男女が家事・育児・介護などに平等に参画し、パートナーシップを発

揮しています。また、生活上困難な状況におかれているひとり親家庭、高齢者、障がい

者等が安心して暮らせる環境が整っています。 

 

≪現状・課題≫ 

○ 日常生活における心の豊かさ、仕事と家庭生活の両立、子どもへの影響、退職後の生

活のあり方等を考慮すると、世代を問わず、家庭生活における家事、育児、介護などを

男女が協力して担う必要があります。 

○ 平成 27年度意識調査において「男性がもっと家庭生活や地域社会の活動への参画をす

すめるために必要なこと」について聞いたところ、「夫婦・家族間のコミュニケーション」

（66.9％）、「男性自身の抵抗をなくす」（54.3％）、「労働時間短縮、育児休暇制度の普及」

（53.1％）、「男性の家事、育児、介護、地域活動に対する評価」（51.9％）が高くなって

います。 

○ 社会情勢の変化や価値観の多様化などに伴って、家族のあり方も変化してきており、

近年離婚の増加等によるひとり親家庭が増加しています。ひとり親家庭にあっては、経

済的にも子どもの養育などにおいても不安定な立場におかれがちであることから、ひと

り親家庭の母子や父子が安心して暮らすことができるよう、相談機能や就労支援の充実

などの支援が必要です。 

○ 高齢者が能力と創造性を発揮し、健康で安心して心豊かに暮らし、いきいきと社会参

加できるためにも、男女共同参画が求められています。 

○ 高齢化ととともに核家族化が進み、ひとり暮らしの高齢者や高齢夫婦のみの世帯、認

知症などの介護を要する高齢者が増加するなど、高齢者が住み慣れた地域で安心して生

活し続けることができる環境地域包括ケアシステムの構築を男女双方の視点で進めるこ

とが求められています。 

○ 障がいの有無にかかわらず、お互いの個性や尊厳を認め合い、必要な福祉サービス等

を利用しながら住民相互の支えあいなどにより、安心して生活できる社会それぞれの力

を生かし、共に助け合いながら、いきいきと暮らすことができる「共に生きる岩手」の

実現を目指し、男女共同参画の趣旨に沿って各種施策を総合的に推進していく必要があ

ります。 
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※家事時間には、育児、介護・看護の時間も含む。  

平成 27 年県の施策に関する県民意識調査（調査統計課） 

 

 

平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 

 

  

322 

303 

82 

102 

0 50 100 150 200 250 300 350

夫のみ職業有 

共働き 

夫婦の家事時間（H27）（単位：分） 

男 

女 

2.7 

3.7 

3.7 

23.1 

26.7 

29.2 

33.0 

43.6 

51.9 

53.1 

54.3 

66.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

無回答 

その他 

わからない 

自治体の研修等による男性の家事技能の向上 

男性の育児、介護、地域活動のための 

ネットワーク作り 

男性の参加に対する女性の抵抗感をなくす 

男性の家事、育児、介護、地域活動の 

関心を高める啓発、情報提供 

周囲が夫婦間の役割分担等を尊重 

男性の家事、育児、介護、 

地域活動に対する評価 

労働時間短縮、休暇制度の普及 

男性自身の抵抗をなくす 

夫婦、家族間のコミュニケーション 

男性が家事、育児、介護、地域活動に参加するために必要なこと 

（複数回答）（単位％） 
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 在宅の高齢者の今後の生活の場の希望 

          介護施設等で暮らしたい：7.2％ 

          今の住まいで暮らしたい：78.5％ 

          今の住まいを改修して暮らしたい：6.8％ 

  （平成 20年度岩手県介護保険運営状況調査（介護サービスに対する意向等を把握するため、 

被保険者 1,010 人を対象に実施したアンケート調査）） 

 

 

 

≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

(1) 家事・育児・介護への男性の参画の促進 

○ 男性が家事・育児・介護などに参画することの意義・必要性について意識啓発を図

るとともに、男性を対象とした講習会等の開催や、男性を対象とした子育てに関する

ハンドブックの作成・配付により、知識・や技術の習得を支援します。 

○ 家庭の果たす役割や家族・親子のふれあいの大切さについて、意識啓発を図ります。 

○ 民生児童委員・主任児童委員活動の充実、子育て支援コーディネーターの養成など

により、地域ぐるみでの子育て支援体制の整備を図ります。地域子ども・子育て支援

事業を支援し、地域の実情に応じて実施する子ども・子育て支援の充実を図ります。 

 

(2) ひとり親家庭等への支援 

○ 広域振興局等に母子・父子自立支援員を配置してひとり親家庭等の自立に必要な情

報提供や相談・助言を行うとともに、母子ひとり親家庭等就業・自立支援センターの

運営、公共職業安定所、商工関係団体等との連携などにより、就業相談や就業に必要

な知識・技術習得のための支援を行います。 

○ ひとり親家庭等が子育てと就業あるいは就業のための訓練を両立できるよう、保育

所への優先入所、保育サービスの利用及びや住居の確保への配慮に努めるとともに等

を市町村に働きかけるとともに、家庭生活支援員の派遣など、子育てや生活面に対す

る支援の充実を図ります。 

○ 母子福祉団体等と連携し、養育費に関する情報提供や弁護士による法律相談を受け

られる体制を維持するとともに、養育費相談や法律相談に関する普及啓発を図ります。

ひとり親家庭等就業・自立支援センターに配置した養育費相談員による養育費相談や

養育費に関する情報提供を行うとともに、弁護士による無料法律相談を実施し、専門

的な相談支援を行います。 

○ 母子父子寡婦福祉資金や児童扶養手当制度等に関する情報提供や相談体制を充実す

るを行うとともに、適正な貸付け・、支給事務を推進しを行い、経済的な支援の充実

を図ります。 

 

(3) 高齢者の生活の確保と社会参加の推進 

○ 中高年齢者の就業に向け広域振興局等に就業支援員を配置して就業のための各種相
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談や情報提供を行うとともに、定年退職後等における再就職等の機会を提供するため、

岩手県シルバー人材センター連合会と連携し、支援体制の整備に努めます。 

○ 高齢者の文化・スポーツ活動など生きがいづくりや健康づくりに加え、ボランティ

ア活動・地域活動などの社会参加のための施策を推進します。 

○ 高齢者がたとえ介護を要する状態となっても介護サービスを利用しながら、自宅や

地域で安心して生活できるよう、居宅介護や地域密着型サービスの充実を図ります。 

 ○ 地域で孤立しがちな、一人暮らしの高齢者等が抱える生活課題の早期発見や解決に

向けた見守りや声がけ、住民参加による生活支援などの支えあいの取組の充実を図り

ます。高齢者のニーズと地域資源とのマッチング等を行う生活支援コーディネーター

のスキルアップなどを行い、多様な主体による生活支援サービスの充実を図ります。 

                   

(4) 障がい者の社会参加の推進 

○ 「岩手県障がい者プラン」に基づき、障がい者相談・生活支援、施設の地域生活支

援機能の強化、ＩＴ活用によるコミュニケーション支援、障がい者の就労支援など、

障がい者への支援を総合的に推進します。障がい者が地域において豊かで自立したく

らしを実現できるよう、障がい者に対する県民理解を促進し、障がい者の多様な就労

や社会参加の機会を確保します。 

○ 入所施設や精神科病院から地域生活に移行を希望する障がい者が、希望する地域で

安全・安心に暮らすことができるよう、地域自立支援協議会を通じた相談支援の充実

やグループホーム、ケアホーム等の住まいの場の計画的な整備について、市町村や事

業者と連携しながら進めます。障がい者が自らが選択する地域で安心して暮らしてい

けるよう、障がい者の地域移行を推進するとともに、公的な障がい福祉サービスはも

とよりインフォーマルサービスも含めた社会資源を整備するなど、暮らしやすい地域

社会の実現を図ります。 

 

 

≪参考指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 

居宅介護・地域密着型サービス利用割合 ％ 54.3 

障がい者グループホーム等利用者数 人 1,308 

共働き世帯における女性の家事時間に対する男性の家事

時間の割合 
％ 30.2 

 

≪皆さんに期待すること≫ 

県民の皆さんに期待すること ・ 家庭における家事・育児・介護に関する男女の協力 

市町村に期待すること ・ 子育て支援サービスの整備 

・ 居宅介護サービスの整備 

・ 福祉サービス基盤の計画的な整備 

 

・ 

 

・ 

別途、検討中 
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４ 地域における男女共同参画の推進 

 

≪目指す姿≫ 

 地域の様々な活動が男女共同参画の視点に立って行われ、男女が対等な立場で参画し

ています。 

 

≪現状・課題≫ 

○ 全ての人々にとって住みよいまちづくりのためには、地域コミュニティの強化、防災

など、さまざまな地域課題の解決に向けた活動において、男女が共に対等な立場で参画

し、男女双方の視点から企画・立案・実践していく必要があります。 

 

 

平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 

 

 

                                    

自治会長に占める女性の割合（平成 26 年４月１日現在） 

 自治会長数 うち女性 女性比率 

岩手県 2,699 人 95 人 3.5％ 

全国 235,782 人 11,108 人 4.7％ 

地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況（内閣府） 

  

 

5.8 

53.8 

20.3 

3.3 

14.0 

2.9 

地域社会において女性の意見や考え方が反映されていると思うか 

（単位：％） 

十分反映されている 

ある程度反映されている 

あまり反映されていない 

ほとんど反映されていない 

わからない 

無回答 
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≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

○ 地域コミュニティの強化、防災、環境保全、子育て支援など、地域の課題解決に向け

た様々な活動が男女共同参画の視点で行われるよう、ＮＰＯ、企業、大学その他多様な

団体に対し、男女共同参画の意義について普及啓発を図ります。 

○ 県の施策全般に男女共同参画の視点を取り込むとともに、部局横断的で多様な民間団

体や県民との協働による施策・事業の企画実施を行います。 

○ 男女共同参画センターにおいて、地域課題の把握と的確な情報提供を行うとともに、

課題解決型で実践活動につながる学習機会の提供を行います。 

○ 男女共同参画センターにおいて、地域の多様な団体等と連携・協働で事業を実施する

ことにより、実践的活動のためのネットワークを構築するとともに、必要に応じて具体

の活動におけるコーディネートを行うなどの支援を行います。 

○ 他都道府県の男女共同参画センター等との情報交換などにより、男女共同参画の視点

による地域活動に関する県内外の優良事例を収集し、県民への情報提供を行います。 

○ 市町村に対し、自治会活動等における男女共同参画の推進について働きかけます。 

○ 市町村に対し、いわて男女共同参画サポーター認定者との協働したまちづくり事業の

実施について働きかけます。 

 

 

≪主要指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 目標値（Ｈ27） 

男性の男女共同参画サポーター認定者数（累計） 

（男性のサポーターがいる市町村の割合）  （再掲） 

人 

（％） 

Ｈ22  68 

   （58.8） 

  118 

（100） 

社会慣習の中での不平等感の割合     （再掲） ％ 72.8   60以下 

 

≪参考指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 

自治会長に占める女性の割合 ％ 3.2 

ＰＴＡ会長に占める女性の割合 ％ 

H22 

国公立 

小中学校 5.1 

 

 

≪皆さんに期待すること≫ 

県民の皆さんに期待すること ・ 地域の各種活動における意識改革 

・ 地域活動への積極的な参画 

市町村に期待すること ・ 各種まちづくり事業における男女共同参画の視点に立っ

た企画運営 

・ 地域の各種団体に対する意識啓発 

 

・ 

 

・ 

別途、検討中 

別途、検討中 
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Ⅳ 女性に対する暴力の根絶と女性の健康支援 

 

１ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

 

≪目指す姿≫ 

 男女の人権が尊重され、女性に対する暴力のない社会が形成されています。 

 

≪現状・課題≫ 

○ 女性に対する暴力とは、直接的に女性に対して肉体的、精神的、性的な傷害や苦しみ

をもたらす行為のみならず、そのような行為を行うという脅迫などを含む概念で、性犯

罪、売買春、家庭内暴力、セクシュアル・ハラスメントなど様々な形態があります。こ

れらの暴力は女性の生活に不安感や恐怖心を植え付け、基本的人権の重大な侵害である

にもかかわらず、密接関係者間で行われる特殊性や被害申告への抵抗感などから潜在化

しやすい傾向にあり、更に、多重債務、住居・就労問題、児童虐待への対応など多岐に

わたる問題を含むことが多い状況にあります。 

○ 近年、ＳＮＳなど、インターネット上の新たなコミュニケーションツールの広がりに

伴い、これを利用した交際相手からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引等暴力は一層多

様化しており、そうした新たな形の暴力に対して、迅速かつ的確に対応していく必要が

あります。 

○ 平成 27 年度に実施した意識調査において「過去５年間に受けたことのあるＤＶ」につ

いて聞いたところ、「受けたことがない」「精神的暴力（大声でどなる、脅す、何を言っ

ても無視する、「誰のおかげで生活できるんだ」と言うなど）」と回答した割合はが最も

多く、男性 3.6％、女性 10.2％にとどまっています上っています。 

○ 特に配偶者からの暴力に関しては、相談や一時保護、保護命令発令の件数は年々増加

しており、事態が深刻化しないうちに被害者が相談できるよう、身近な相談窓口を増や

していく必要があります。また、若年層を対象として交際相手間の暴力に関する予防教

育を行うなど、ＤＶを未然に防止するための教育・啓発にも取り組む必要があります。 

○ 関係機関が連携して、暴力を許さない社会づくりに向けた意識啓発、相談窓口の整備、

社会復帰や自立のための支援体制の整備に取り組む必要があります。 
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平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 

 

 

ＤＶセンター分：若者女性協働推進室まとめ、警察署分：岩手県警察本部まとめ 

※ＤＶセンター（配偶者暴力相談支援センター）については、平成 17 年度までは福祉総合相談センターの１箇

所。平成 18年度に各振興局及び男女共同参画センターを指定。平成 21年度に盛岡市がもりおか女性センターを

指定。H21年度の相談件数には、もりおか女性センター分（607件）を含む。 
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≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

(1) 女性に対する暴力を防ぐ環境づくり 

○ 国や市町村、ＮＰＯ等と連携し、「女性に対する暴力をなくす運動」の実施などによ

り、女性に対するあらゆる暴力の問題に関する社会の意識を喚起するとともに、暴力

防止に向けた啓発、関係法令の内容について県民への周知を図ります。 

○ 配偶者からの暴力を未然に防止するため、若年層を対象として、交際相手間の暴力

防止に関する教育・啓発を行います。 

○ いつでも誰でも駆け込める「子供・女性 110番の家」の設置を促進します。 

○ 配偶者暴力相談支援センター、警察署、市町村その他関係機関が連携して、配偶者

からの暴力に関する相談体制及び安全確保を最優先した保護体制の充実を図ります。 

○ 特に配偶者暴力防止対策については、身近な相談窓口である市町村に対し、配偶者

暴力防止対策推進計画策定などの働きかけや支援を行います。 

 

(2) 女性に対する暴力への厳正な対処 

○ 売春防止法、児童福祉法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律、ストーカー行為等の規制等に関する法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の

規制及び処罰及び並びに児童の保護等に関する法律、私事性的画像記録の提供等によ

る被害の防止に関する法律など、関係法令の厳正な運用を図ります。 

○ 職場でのセクシュアル・ハラスメント対策について、国や関係機関・団体と連携し

て、事業主が構ずべき措置及び紛争解決援助制度の周知・啓発を図ります。 

 

(3) 被害女性に対する救済策の充実 

○ 配偶者からの暴力に関しては、配偶者暴力相談支援センター（福祉総合相談センタ

ー、広域振興局等、男女共同参画センター）において、市町村等の関係機関と連携を

図りながら住宅の確保、就労、援護等に関する制度の利用など被害者の自立に向けた

支援を行います。 

○ 保護や援助を必要としている女性が緊急避難できるよう、婦人保護施設での一時保

護を実施するとともに、婦人相談員等によるカウンセリングを通じて被害女性の社会

復帰を支援します。 

○ 性犯罪被害者に対する経済的負担軽減として、初診経費等の公費負担制度の拡充適

正な運用を図ります。 

○ 岩手県公安委員会から犯罪被害者等早期支援団体として指定を受けた公益社団法人

いわて被害者支援センターと連携して、被害者支援の充実を図ります。 

○ 被害者に対して適切な相談対応、助言、自立支援等ができるよう、相談員の資質向

上を図ります。 

○ 通訳の確保や施設のバリアフリー化など、外国人や障がい者、高齢者に配慮した相

談・保護を行います。 
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≪主要指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 目標値（Ｈ27） 

ＤＶ防止法の名称又は内容を知っている人の割合 ％ 80.2 90.0 

自治体の相談支援センター、警察で相談や被害者保護を行

っていることを知っている人の割合 
％ 43.5   80.0 

 

 

 

≪皆さんに期待すること≫ 

県民の皆さんに期待すること ・ 暴力根絶に向けた意識づくり 

・ 暴力の防止に向けた家庭教育 

・ 暴力の未然防止に向けた地域活動 

企業の取組に期待すること ・ セクシャル・ハラスメント防止対策 

市町村に期待すること ・ 暴力防止に向けた意識啓発 

・ 配偶者からの暴力被害者への相談対応 

 

・ 

 

・ 

別途、検討中 
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２ メディアにおける人権の尊重 

 

≪目指す姿≫ 

 メディアにおいて、性の商品化や女性に対する過度の暴力表現が取り扱われることの

ないよう、自主的な取組が行われています。るとともに、県民のメディアリテラシーの

向上が図られています。 

 

≪現状・課題≫ 

○ 情報化の進展により、テレビ、新聞、雑誌、インターネットなどメディアの果たす役

割はますます大きくなっています。 

○ 性の商品化や女性に対する暴力表現がみだりに取り扱われることのないよう、人権尊

重の視点に立ったメディア業界の自主的な取組を促す必要があります。 

○ インターネットや携帯電話の普及により様々な情報の入手が容易になっていることか

ら、情報の取捨選択などが必要です。情報通信技術（ＩＴ）の急速な発展により、イン

ターネットやスマートフォンなどのメディアから、いつでも、どこでも、容易に多種多

様な情報を手に入れたり、発信したりすることができるようになっていることから、メ

ディアを通じて流れる様々な情報を主体的に収集、判断する能力、また、適切に発信す

る能力を身につけるため、メディアリテラシーの向上を図る必要があります。 

 

 

平成 27 年度男女が共に支える社会に関する意識調査（若者女性協働推進室） 

 

9.7 

16.2 

7.3 

19.1 

22.1 

31.6 

38.1 

39.8 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

無回答 

わからない 

特に問題はない 

女性のイメージや男性のイメージについて 

偏った表現をしている 

女性に対する犯罪を助長するおそれがある 

女性の性的側面を過度に強調するなど、 

行き過ぎた表現が目立つ 

そのような表現を望まない人や子どもの目に 

触れないような配慮が足りない 

社会全体の性に関する道徳観・倫理観が 

損なわれている 

メディアにおける性・暴力表現についてどう考えるか 

（複数回答）（単位：％） 
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≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

○ 各種啓発活動を通じ、性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害することがあること

について意識啓発を図ります。 

○ メディアに対し、男女の人権を尊重し性別に基づく固定観念にとらわれない表現がな

されるよう、自主的な取組を働きかけます。 

○ メディアに対し、多様な視点からの情報発信のため、企画・制作・編集などあらゆる

段階に女性が参画するよう働きかけます。 

○ 県や市町村、各種団体等で作成する刊行物について男女の人権に配慮した表現とする

よう、関係機関への働きかけを行います。 

○ 適切な情報メディアへの対応について、各地域での主体的な取組を推進するため、青

少年の指導的立場にある方々を対象にメディア対応能力養成講座を各地で開催するとと

もに、学校、自治会等の各団体が自ら開催する研修会等に、講師を派遣します。 

 

 

≪参考指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 

メディアにおける性・暴力表現について特に問題はないと

考える人の割合 
％ 3.9 

 

 

≪皆さんに期待すること≫ 

県民の皆さんに期待すること ・情報の適切な取捨選択 

企業（メディア業界）の取組に期待すること ・人権に配慮した表現に関する自主的な取組 

 

・ 

 

・ 

別途、検討中 
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３ 生涯にわたる女性の健康支援 

 

≪目指す姿≫ 

 男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、女性が妊娠・出産・更年期等人生の各

ステージにおいて健康の保持増進が図られています。 

 

≪現状・課題≫ 

○ 女性は妊娠や・出産や、女性特有の更年期疾患を経験する可能性があるなどにより、

生涯を通じて男性と男女は異なる身体的、精神的、社会的な健康上の変化や問題に直面

しますすることに男女とも留意する必要があり、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

（※）」（性と生殖に関する健康と権利）の視点が殊に重要です。 

○ 1994年にカイロで開催された国際人口・開発会議において、「女性が生涯にわたって、

主体的に自らの身体と健康の保持増進、自己決定を図る（リプロダクティブ・ヘルス/

ライツ（※））」という考え方が提唱され、女性の人権の一分野として認識されるように

なっています。この考え方には「いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全

で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つこと」などが含ま

れ、これらに関連して、思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じた性と生殖

に関する課題が幅広く議論されています。女性が生涯にわたって健康的で主体的に生き

ることができるよう、「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライ

ツ）」について社会に広く浸透させる必要があります。 

○ 女性が生涯にわたり健康な生活を営むことができるよう、健康増進対策を推進すると

ともに、子宮がん、乳がんなど、女性に特有の病気等に対応した相談指導の充実を図る

ほか、エイズや性感染症、女性の健康や胎児に大きな影響をもたらすアルコール依存症

や薬物乱用についても、予防・防止対策や正しい知識の普及啓発などの施策の推進が必

要です。 

 

※「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」（性と生殖に関する健康と権利）：性と生殖の健康を得る権利。平成 6

年（1994年）の国際人口/開発会議の「行動計画」及び平成 7年（1995年）の第 4回世界女性会議の「北京宣

言及び行動綱領」において、「人間の生殖システム、その機能と（活動）過程の全ての側面において、単に疾

病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされ

ている。 

 

 

≪目指す姿を実現するための施策の方向≫ 

(1) 性と生殖に関する健康と権利の推進 

○ 「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）」の概念につ

いて、幅広い世代への意識啓発を図ります。保健所で実施する思春期を対象とした健

康教育や女性健康支援センター等の相談事業を実施します。 
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○ 望まない妊娠・中絶や性感染症を防止するため、家庭・地域・学校・行政が連携し、

適切な性教育性に関する指導の推進を図ります。 

 

(2) 妊娠・出産に関わる保健医療対策の充実 

○ 子どもを安心して生み育てることができるよう、母と子の健康支援に関する情報提

供や、妊娠、出産、育児等についての健康教育や相談活動の充実を図ります。また、

妊娠期間から出産まで母子ともに健康を維持できるよう、早期の妊娠届出と市町村が

行う定期的な妊婦健康診査の受診に関する普及啓発や保健指導への助言を行います。 

○ 総合周産期母子医療センターを中核とし、地域周産期母子医療センター、協力病院、

市町村等との機能分担と連携を促進し、妊娠のリスクに応じた適切な周産期医療の提

供を行います。 

○ 不妊に関する相談に専門的に応じる「不妊専門相談センター」や保健所において、

不妊治療に関する情報を提供するとともに、特定不妊治療及び男性不妊治療に要する

費用の一部を助成し、その経済的負担の軽減を図ります。 

 

(3) 生涯を通じた健康支援 

○ 「健康いわて 21 プラン（第２次）」により、生活習慣病の予防等を重点とした各医

療保険者による特定健康診査、特定保健指導の円滑な実施を支援するとともに、健康

的な食生活や運動、禁煙の普及啓発を推進します。 

○ 子宮がん、乳がん、骨粗しょう症検診実施率の向上を図り、女性特有の病気の予防

対策を推進します。 

 

(4) 女性の健康をおびやかす問題についての対策の推進 

○ 女性の健康をおびやかすほか胎児への影響が大きいという観点からも、エイズ、性

感染症、薬物乱用防止について、正しい知識の普及啓発と相談を実施します。 

 

≪参考指標≫ 

指標名 単位 現状値（Ｈ21） 

健康教育講座等実施回数 回 26 

周産期死亡率（対象者 1,000人当たり） 人 5.4 

乳児死亡率（出生 1,000人当たり） 人 3.5 

 

≪皆さんに期待すること≫ 

県民の皆さんに期待すること ・互いの性の理解・尊重 

市町村に期待すること ・母子保健・生活習慣病対策の推進 

 

・ 

 

・ 

別途、検討中 
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